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衆
議
院
議
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上
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が
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る
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一
に
つ
い
て

御
指
摘
の
訴
訟
は
現
在
係
属
中
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
お
尋
ね
の
「
政
府
の
見
解
」
を
述
べ
る
こ
と
は
差
し
控
え
た
い
。

二
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
ワ
ク
チ
ン
」
と
は
、
ヒ
ト
パ
ピ
ロ
ー
マ
ウ
イ
ル
ス
ワ
ク
チ
ン
（
以
下
「
Ｈ
Ｐ
Ｖ
ワ
ク
チ
ン
」
と
い
う
。
）
を

指
す
も
の
と
考
え
る
が
、
厚
生
労
働
省
と
し
て
は
、
当
該
ワ
ク
チ
ン
接
種
後
に
生
じ
た
症
状
に
つ
い
て
、
通
常
の
医
学
的
見

地
に
よ
れ
ば
接
種
後
の
症
状
の
原
因
と
し
て
予
防
接
種
以
外
の
要
因
が
考
え
ら
れ
る
が
接
種
後
の
症
状
が
予
防
接
種
に
よ
っ

て
起
こ
る
こ
と
を
否
定
は
で
き
な
い
場
合
も
救
済
の
対
象
と
す
る
と
の
我
が
国
の
予
防
接
種
に
係
る
こ
れ
ま
で
の
方
針
を
踏

襲
し
、
薬
事
・
食
品
衛
生
審
議
会
薬
事
分
科
会
医
薬
品
等
安
全
対
策
部
会
安
全
対
策
調
査
会
及
び
厚
生
科
学
審
議
会
予
防
接

種
・
ワ
ク
チ
ン
分
科
会
副
反
応
検
討
部
会
の
合
同
会
議
（
以
下
「
合
同
会
議
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
議
論
を
踏
ま
え
、
救

済
を
進
め
て
お
り
、
具
体
的
に
は
、
予
防
接
種
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
六
十
八
号
）
、
独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機

器
総
合
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
等
に
基
づ
く
市
町
村
長
、
独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機

構
等
に
よ
る
医
療
費
等
の
給
付
の
対
象
と
し
て
い
る
。

一



三
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
疫
学
的
調
査
方
法
の
実
施
に
つ
い
て
、
副
反
応
検
討
部
会
で
も
い
ろ
い
ろ
と
議
論
さ
れ
て
い
る
」
の
意
味
す

る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
Ｈ
Ｐ
Ｖ
ワ
ク
チ
ン
接
種
後
に
生
じ
た
症
状
と
同
様
の
症
状
が
Ｈ
Ｐ
Ｖ
ワ
ク
チ

ン
の
接
種
を
受
け
て
い
な
い
者
（
以
下
「
非
接
種
者
」
と
い
う
。
）
に
ど
の
程
度
発
生
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
、
平
成
二

十
八
年
一
月
か
ら
、
厚
生
労
働
科
学
研
究
費
補
助
金
に
よ
る
「
子
宮
頸
が
ん
ワ
ク
チ
ン
の
有
効
性
と
安
全
性
の
評
価
に
関
す

る
疫
学
研
究
」
に
お
い
て
調
査
が
実
施
さ
れ
て
お
り
、
平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
六
日
の
合
同
会
議
に
お
い
て
、
当
該
研

究
の
研
究
代
表
者
か
ら
、
Ｈ
Ｐ
Ｖ
ワ
ク
チ
ン
接
種
後
に
生
じ
た
症
状
と
同
様
の
症
状
を
有
す
る
非
接
種
者
が
一
定
数
存
在
す

る
こ
と
等
を
内
容
と
す
る
調
査
結
果
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。

四
に
つ
い
て

Ｈ
Ｐ
Ｖ
ワ
ク
チ
ン
の
定
期
接
種
の
積
極
的
な
勧
奨
の
在
り
方
を
含
む
接
種
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
合
同
会
議
に

お
け
る
議
論
を
踏
ま
え
、
総
合
的
に
判
断
し
て
ま
い
り
た
い
。

二


